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【大府市】 

端末整備・更新計画 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

① 児童生徒数 8508 人 8724 人 8671 人 8629 人 8592 人 

② 予備機を含む 

整備上限台数 
9783 台 10032 台 3736 台 2662 台 0 台 

③ 整備台数 

（予備機除く） 
0 台 5954 台 888 台 1787 台 0 台 

④ ③のうち 

基金事業によるもの 
0 台 5954 台 888 台 1787 台 0 台 

⑤ 累積更新率 0％ 68.2％ 78.9％ 100％ 100％ 

⑥ 予備機整備台数 0 台 281 台 51 台 144 台 0 台 

⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの 
0 台 281 台 51 台 144 台 0 台 

⑧ 予備機整備率 0％ 4.5％ 5.4％ 7.5％ 0％ 

（端末の整備・更新計画の考え方） 

本市は、令和 2 年度に小学校 4 年生以上、令和 3 年度に小学校 3 年生、令和 4 年度に

小学校 1 年生から 2 年生に 1 人 1 台端末の整備を行いました。 

端末の更新は、使用期間が 5 年を経過した端末を対象に、令和 7 年度から令和 9 年度

の 3 年間で行います。 
 
（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 
 端末は、購入及びリースで整備を行いましたが、リース品についてもリース期間満了
後、市へ無償譲渡される契約としています。 
 更新対象端末は、校内でオンライン会議用端末や臨時的な教職員用の端末等として再
利用を検討した後、余剰分については、小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・
再資源化を委託し、処分等を行います。 
 
①令和 7 年度 
〇対象台数：5,628 台（令和 2 年度購入による児童生徒整備分） 
〇処分方法 
・使用済端末を校内で再利用（今後各学校に再利用を希望する台数調査を行う） 
・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託  

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 
・自治体の職員が行う 
・処分事業者へ委託する 
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〇スケジュール（予定） 
 令和 7 年 04 月 端末再利用の調整（各学校への希望調査等） 
令和 7 年 05 月 小型家電リサイクル法の認定事業者と処分スケジュール等の調整 

 令和 7 年 09 月 新規購入端末の使用開始 
 令和 7 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し 
 

②令和 8 年度 
〇対象台数：920 台 
（令和 3 年度リース（リース契約期間満了後無償譲渡）による児童生徒整備分） 
〇処分方法 
・使用済端末を校内で再利用（今後各学校に再利用を希望する台数調査を行う） 
・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託  

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 
・自治体の職員が行う 
・処分事業者へ委託する 

〇スケジュール（予定） 
 令和 8 年 04 月 端末再利用の調整（各学校への希望調査等） 
令和 8 年 05 月 小型家電リサイクル法の認定事業者と処分スケジュール等の調整 

 令和 8 年 09 月 新規購入端末の使用開始 
 令和 8 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し 

③令和 9 年度 
〇対象台数：2,260 台 
（令和 4 年度リース（リース契約期間満了後無償譲渡）による児童生徒整備分） 
〇処分方法 
・使用済端末を校内で再利用（今後各学校に再利用を希望する台数調査を行う） 
・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 
・自治体の職員が行う 
・処分事業者へ委託する 

〇スケジュール（予定） 
 令和 9 年 04 月 端末再利用の調整（各学校への希望調査等） 
令和 9 年 05 月 小型家電リサイクル法の認定事業者と処分スケジュール等の調整 

 令和 9 年 09 月 新規購入端末の使用開始 
 令和 9 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し 

 

 


